平成１９年３月９日

愛知県健康福祉部高齢福祉課

居宅介護支援事業所における管理者兼務の取扱いについて
平成１９年４月１日から下記取扱いとするので、県への届出の際には留意すること。

記

【管理者の算定区分判定のための常勤換算の取扱いについて】

(平成１９年４月１日から適用)

居宅介護支援事業所の管理者については、業務に支障がない場合に限り、例外的に管理者兼介護支援専門員と別の１職種の兼務を認める。（管理者兼介護支援専門員を１つの職種とみなす。）

なお、「平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(VOL.2)」の31で、「管理者が常勤換算の１のケアマネジャーとして取り扱って差し支えない。」と明示されているが、本県においては、管理者兼介護支援専門員が別の１職種と兼務した場合については、常勤換算は一律に０．５の取扱いとする。
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居宅介護支援事業所の申請法人

と同一法人であること。
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